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個
人
消
費

一

貯
蓄
と

租
税
構
造

石

弘

光

一

間
題
と

方
法

本
稿
は

､

個
人

消
費
及
び

貯
蓄
に

限
定
し

て
､

そ

れ

ら
に

及
ば

す
租
税

衝
撃
を

測
定
し

ょ

う
と

し

た
も

の

で

あ

る
｡

租
税
衝
撃
と

は
､

消
費
や

貯

蓄
に

与
え

る

租
税
の

初
発
の

効
果
の

み

を

意
味
し
て

お

り
､

従
っ

て

引
絞

い

て

生
じ

る

乗
数
の

波
及

効
果
ま
で

は

考
慮
に

入

れ

て

い

な
い

｡

消
費
あ

る
い

は

貯
蓄
の

変
動
は

､

経
済
成
長

､

景
気
調
整
の

面
か

ら
､

ま
た

そ
の

他
種
々

の

政
策
面
か

ら
､

重

要
な

問
題
に

な
っ

て

い

る
｡

そ

れ

故
､

そ
れ

ら

に

及

ば

す
租
税
の

影
響
を

追
求
す
る

こ

と

は
､

財
政
政

策
上

､

無
視
し

え

な
い

も
の

で

あ

る
｡

し

か

る

に
､

現
在
我
が

国
に

お
い

て
､

か

か

る

問

題
に

つ

い

て

の

数
量
的
デ

ー

タ

を

見
出
す
こ

と

は
､

殆
ど

不

可

能
で

あ

(

1
)

る
｡

そ
こ

で
､

す
で

に

試
み

ら

れ

た

合
衆
国
の

二
､

三

の

分

析
を

参
考
に

､

日

本
経
済
の

実
態
に

そ

く
し

て

考
察
し
て

み
ょ

う
と

い

う
の

が
､

本
稿
の

課
題
で

あ

る
｡

消
費
及
び

貯
蓄
を

､

政
策
的
に

増
減
さ

せ

る

手
段
と

し

て

は
､

所
得
再

分
配
が

考
え

ら

れ

る
｡

こ

れ

は
､

通

常
財
政
上
の

措
置

､

特
に

再
分
配
的

な

租
税
に

よ
っ

て

お

こ

な
わ

れ

て

お

り
､

一

般
に

貯
蓄
を

減
少
さ

せ

消
費

へ

の

利
親
を

高
め

る

も
の

と

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

見
解
が

主

張
さ

れ

る

理

■
館▲7

論
的
根
拠
と

し
て

は
､

所
得
水
準
に

応
じ
て

限
界
貯
蓄
性
向
あ

る
い

は

限

界
消
費
性
向
が

異
な
る

点
が

あ

げ

ら

れ

る
｡

一

般
に

､

高
所
得
層
の

方
が

貯
蓄
性
向
が

高
く

､

低
所
得
層
の

方
が

低
い

か

ら
､

所
得
再
分
配
の

結
果

､

前
者
か

ら

後
者
へ

所
得
が

シ

フ

ト

さ

れ

る

と
､

貯
蓄
は

全
体
と

し

て

減
少

し
､

一

方
消
費
は

総
体
的
に

増
加
す
る

こ

と

に

な

る
｡

い

ま
､

第
1

図
よ

り
､

A
･

β

二

本
の

貯
蓄
関

数
を

考
え
て

み

ょ

う
｡

A

の

場
合
に

は
､

所
得
を
シ

フ

ト

さ

せ

て

も
､

』

払

=
ゝ

巧

で

あ
る

か

ら

貯

蓄
が

刺
戟
さ

れ

る

こ

と

は

な
い

｡

一

方
月

の

場
合
に

は
､

･

旨
<
』

巧

と
な

り
､

高
所
得
層
か

ら
の

所

得
の

シ

フ

ト

は
､

明
ら

か

に

貯

蓄
の

増
加
を
び

き

お
こ

す
｡

こ

の

よ

う
に

､

貯
蓄
関
数
の

形
状
は

､

再
分
配
後
の

貯
蓄
の

動
向
に

極
め
て

重

大
な

影
響
を

も
っ

て

く
る

｡

一

方
､

所
得
再
分
配
は

､

第 1 図 貯蓄 関 数 の 形 状

5

』S
'

A
』S

F

』S

ノ

イ 』y 』y

租
税
の

組
み

合
せ

如
何
に

よ

っ

て
､

種
々

な

結
果
が

え

ら

れ

る

は

ず
で

あ

る
｡

こ

の

点

に

注
目
し
て

､

種
々

な

選
択

的

租
税
構
造

を

想
定
し
､

現

実
に

与
え

ら

れ
た

貯
蓄
関

数

の

下
で

､

消
費
及
び

貯
蓄
に

与
え

る

衝

撃
を

測
定
し

て

み

よ
ゝ

つ
｡

求
め

る

値
は

､

次
の

如
く

定
式
化
で

き

る
｡

い

ま
､

第

･

各

階
層
の

貯
蓄
範

､

貯
蓄
性

血

峨

せ
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叫

争

向
恥

､

所
得
n
て

現
行
の

租
税
構
造

の

下
で

の

租
税
免
担
噸
㍍

､

そ

し
で

社
会
全

体
の

貯
蓄
総
額
ぶ

と

し
よ

う
｡

階
層
が

全
体
で

た

個
あ

る

と
､

貯

蓄
総
額
は

､ヤ

千

切

=

M
払
札

=

M
き

(

ヨ
1

づ
エ

叫

1-
】

れ

‖
一

と

な
る

｡

つ

ぎ

に
､

租

税
構
造
を

変
え
た

た

め

租

税
負

担

額
が

れ
と

な

り
､

こ

の

結
果

､

貯
蓄
も
g

､

机
に

変
化
し

た

と

す
る

と
､

行

き

巧
=

M
巧

=

M
き

(

さ
1
→

､

れ

)

れ

‖
一

丸

=
-

に

な

る
｡

そ
こ

で
､

測
定
し

ょ

う
と

す
る

値
は

､

払

-
払
て

払

-
巧

蛤

汁

荘

払

と

表
わ

す
こ

と
が

で

き

る
｡

以

下
､

分
析
の

各
段
階
に

そ

く
し

て
､

す
こ

し

詳
細
に

説
明

し
て

み
ょ

う
｡

*

本

稿
の

測

定

は
､

木
村

元
一

教

授
の

指

導
の

下
で

お

こ

な

わ

れ

た

｢

我

が

国

に

於

け
る

所

得

階

層
別

租

税
負

担
+

『

調

査

四

季

報
』

第
二

〇

号
､

昭

和

三

九

年
､

日

本

産

業

構

造
研

究

所
､

の

デ
ー

タ

に

全
面

的
に

依

存
し

て

い

る
｡

(

1
)

ロ

J
β

b
e

ご
▼

｡

E
代

打
O
t

∽

○
巾

村
2

d

を
ユ

ぎ
t

-

○

ロ

○

ロ

C
O

n
･

彗
-

ヨ
e

㌧
∽

E
対

句
e

n

巴
t

戸
｢

¢

㍉
､

ゝ

ヨ
e

･

訂

…

向
Q

3
Q

ヨ
訂

加

害
訂

芦

ウ
特

P
→
C

F

-

¢

阜

N

一

打
.
A
一

己
亡

弟
→

P

諾
甲

n
P

牢

∽

.
吋
P
-

n
t

e

→

｡

→
F
e

I

m
]

盲
〔
t

O
巾

A
-

訂
→
ロ

p
t

才
e

→
P

粥

∽
t

コ
ー

O
t

亡

諾
∽

○

ロ

勺
e

→

岩
口

巴

C
O

ロ
払

仁

ヨ
p
t
-

O

n

P

n

払

∽
p

5 .

n

g

㌔

の
だ

白
ユ

等
首

一

計
S
≦
已

e
り

由
Q

冨
Q

邑
凸

卓

A
一

局
声
の
t

ー

①

中

野

〓

分
析
の

概

要

(

1
)

分
析
の

手
順
は

､

扱
の

四
つ

の

段
階
か

ら

な
っ

て

い

る
｡

H

階
層
別
個
人

所
得
の

算
定

階
層
別
個
人

所
得
の

算
定
の

た

め
に

は
､

昭

和
三

七

年
の

『

就
業
構
造

基
本
調
査

報
告
』

(

総
理

府

統

計

局
､

以

下
『

就

業

構
造
』

と

略

記
)

の

階

層
別
所
得
を

そ
の

ま
ま

利
用
す
る

｡

こ

こ

に

記
載
さ

れ

て

い

る

世
帯
収
入

と

は
､

仕
事
か

ら
の

収
入

(

農

林

業

所

得
､

非

畠

林

業

所

得
､

勤

労

所

得
)

､

財
産
収
入

､

生

活
保
護
金

､

社
会
保
障

､

そ
の

他
(

仕

送

り

金
､

受
贈
金

､

退

職
金

等
)

か

ら
な
っ

て

お

り
､

国
民

所
得
統
計
の

個
人

所
得

と

概
念
的
に

は

ば
一

致

す
る

も
の

で

あ

る
｡

数
量
的
に

は
､

第
1

表
で

み

ら

れ
る

よ

う
に

､

『

就

業
構
造
』

に

よ

る

所

得
総
額
は

､

一

〇
兆
六

九
〇
億
円

､

こ

れ

に

対
し

て

国
民

所
得
統
計
の

個

人

所
得
は

､

三

六

年
度
で

一

一

苑

四
､

一

六

六

億
円
で

あ

る
｡

両

者
の

差

額
は

､

調
査
期
間
の

差
(

『

就

業

構

造
』

は
､

七

月
一

日

よ

り

過

去
一

年

間
で

あ
る

が
､

国

民

所

得
統

計

は
､

四

月
一

日

-
三

月

三
一

日
)

､

現

物

所
得
及
び

矯
正

施
設

､

自
衛
隊
等
の

所
得
の

取
扱
い

(

国

民

所

得
統
計
の

み

に

含
ま

れ
る
)

の

違
い

に

よ
っ

て

説
明
さ

れ

よ

う
｡

こ

こ

で

は
､

『

就

業
構
造
』

に

よ
っ

て

把
握
さ
れ

た

収
入
を

､

個
人

貨
幣
所
得
と
み

な
し

､

そ
の

階
層
別
分
布
を

本
計
測
の

基
本
的
デ

ー

タ

と

す

る
｡

従
っ

て
､

『

就

業
構
造
』

の

二
一

の

階
層
区

分
及
び

調
査

期
間
に

合
致
さ

せ

る

よ

う
に

､

他
の

諾
デ
ー

タ

に

も

調
整
を

加
え

る
｡

臼

選
択
的
租
税
構
造
の

設
定

7 63
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第1 表

平 均
禁令r 所 得

警讃l 世 帯警
10

,
0 6 9

,
4 0 8

8 5
,
0 2 3

2 5 0.9 5 4

3 8 7
,
0 9 0

5 1 7 .1 4 0

5 5 5 ､6 6 0

1
.
3 7 乙0 0 0

1
ノ

3 0 0
,
4 7 6

1
′
0 6 9

,
2 9 0

1
,
5 9 3

,
4 4 6

92 2
,
7 4 6

1
,
03 3

,
4 7 6

9 7 6 8 7 2

4 1
.
9

4 .7

1 2.1

1 7 .0

2 2 .1

2 7
.
0

3 4
.
3

4 4
.
4

5 4 .5

6 9 ユ

9 0 .2

1 2 1 .3

2 4 1 .8

2 4
,
0 3 2

1 ,8 0 9

2
,
0 7 4

2 12 7 7

2
,
3 4 0

2
,
0 5 8

4
,
0 0 0

2
,
92 9

1 夕6 2

2
,
3 06

1
ノ
02 3

85 2

4 0 4

絵 数

10 万 円 未 満

1 0 - 1 5

1 5 ≠2 0

2 0 - 25

2 5 - 3 0

3 0 ～4 0

4 0 - 5 0

5 0 - 6 0

6 0 - 8 0

8 0 - 1 00

1 0 0 - 15 0

15 0 万 円 以 上

『3 7年ム蛇芙構造基 本調査報 告』 上巻

第 2 表 1 0億円

消 費 税所 得税i 法 人 税ス
ーケ

0

0

∩
)

0

0

0

0

0

2

バ
T

1

2

7 00

0

0

14 0 0

5 0 0

2 2 0 0

0

4 0 0

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

標

準

税
収

0

0

0

0

5

0

4

3

0

5

1

3

0

ハ

リ

O

O

∠

U

2

9

19

0

0

0

0

0
ノ

0

4

′

h
)

0

⊂
J

っ

ヽ

)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

高

税

収

⊂
J

O

O

O

7

0

7

/

L

U

⊂
J

2

1

0

0

0

0

〔
､

U

′
L

U

4

0
ノ

5

0

0

0

4

0

{

ノ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

低

税

収

7 β≠

三

六

年
度
の

国
税
収
入

及
び

そ
の

構
成
割
合
を

基
準
に

し
､

こ

れ

ら

を

変
化
さ

せ

た

場
合
の

仮
想
上

の

租

税
構
造
を

､

他
に

い

く
つ

か

設

定

す

る
｡

三

六

年
度
の

税
収
は

､

ほ

ぼ
二

兆
二

､

0
0
0
億
円

､

そ
の

内
訳
は

､

個
人

所
得
税
五

､

0
0
0
億
円

､

法
人

税
七

､

0
0
0
億
円

､

消
費
税

一

兆

(

2
)

円
で

あ

る
｡

こ

れ

が
､

第
2

真
の

標
準
税
収
ケ

ー

ス

Ⅰ

で

あ

る
｡

ケ
ー

ス

Ⅱ

は
､

税
収
の

す
べ

て
が

所
得
税
で

徴
収
さ

れ
､

従
っ

て

極
め
て

累
進
的

ケ
ー

ス

を

想
定
し

た

も
の

で

あ
る

｡

ケ

ー

ス

Ⅲ

は
､

税
収
の

す
べ

て

が

消

費
税
で

徴
収
さ

れ

る

と

考
え

ら
れ

る

極
め

て

逆
進
的
な

場
合
で

あ
る

｡

ケ

ー

ス

Ⅳ

は
､

法
人

税
を
二

倍
に

し
､

残
り

の

税
収
を

所
得
税
と

消
費
税
と

で
､

半
分
ず
つ

徴
収
す
る

と

仮
定
し

た

場
合
で

あ

る
｡

こ

こ

で

い

ま
､

二

兆
二

､

0
0
0
億
円
の

税
収
水
準
に

変
動
が

生

じ

た

と

し
よ

う
｡

税
収
水
準
が

約
1

了

増
加
し
て

三

兆

円
と

な
っ

た

場
合
を

高

税
収

､

約
1

了

減
少
し

て
一

兆
五

､

0
0
0
億
円
と

な
っ

た

場
合
を

低

税

収
と

仮
定
す
る

｡

税
収
の

構
成
割
合
と

組
み

合
せ

て

そ

れ

ぞ

れ

を

四
つ

の

ケ
ー

ス

に

分
け

る
｡

こ

れ

は
､

税
収
の

絶
対

的
規
模
を

増
減
さ

せ

た

場
合

の

影
響
を

考
え

よ

う
と

し

た

も
の

で

あ

る
｡

白

階
層
別

租
税
負
担
の

配
分

階
層
別
租
税
負
担
の

配
分
を

考
え

る

に

は
､

か

な

り

大

胆
な

仮
定
が

必

(

8
し

更
に

な

る
｡

説
明
の

便
宜
上

､

消
費
税
か

ら

は

じ

め

よ

う
｡

通

常
の

手
法

の

よ

う

に
､

消
費

税
は

､

消
費
支
出
に

比

例
し

て

負
担
さ

れ

る

も
の

と

考

(

1
)

え

る
｡

こ

れ

を

計
測
す
る

た

め

に

は
､

階
層
別
消

費
支
出
額
を

算
定
す
る

こ

と
が

必

要
に

な

る
が

､

こ

れ

は

『

成
業
構
造
』

か

ら
ほ

直
凝
に

得
ら

れ

恥

嶋
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心

_

計

な
い

｡

そ
こ

で
､

昭

和
三

六

年
の

『

家
計
調
査

年
報
』

(

総

理

府

統

計
局

､

以

下

『

家

計

調

査
』

と

略

記
)

に

も

と
づ

い

て
､

階
層
別
の

課
税
前
消
費

性
向
を

計
算
し

､

す
で

に

求
め
て

あ

る

個
人

所
得
に

乗
じ
て

､

を

階
層
別
に

算
出

す
る

間
接
的
方
法
を

採
用
す
る
｡

消
費
支
出

第 3 表

消 費 者動向 予 測 調査家 計 調 査

所 得階 層 】消費 性 向所 得 階 層 l 消費 性 向

O

t
J

O

8

1

8

8

7

1

5

1
J

4

1

1

2

り
′

2

0
ノ

3

5

2

5

∠
リ

ノ
T

4

7

′

n

〉
9

1

7

3

0

8

A
T

4

4

0

5

1

7

2

0
/

8

Q
U

8

7

7

7

7

7

/

L

U

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

平 均

2 0 万 円 未満

2 0 - 3 0

3 0 - 4 0

4 0 - 5 0

5 0 - 6 0

6 0 - 7 0

7 0仙8 0

8 0 - 9 0

9 0 - 10 0

1 0 0 - 12 0

12 0 - 14 0

1 4 0 万 円 以 上

0
ノ

3

1

3

8

0
ノ

8

8

(

U

2

1

′

0

3

2

q
/

2

q
ノ

0

0

8

∠

U

っ

J

2

3

1

5

7

2

1

Q
U

7

ウ

J

′

D

O

Q
U

っ

J

7

′
L

U

O

7

7

バ
T

O

O
ノ

q
ノ

8

8

【

/

7

∠

U

5

5

0

1

｢

⊥

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

平 均

1 0 万 円未満

1 0 - 15

1 5 - 2 0

2 0 - 25

25 - 3 0

3 0 - 4 0

4 0 - 5 0

5 0 - 6 0

6 0 - 8 0

8 0 - 10 0

1 00 - 15 0

15 0 万 円 以 上

左欄 『36 年家計調査 年報』 上 り推 計 .

右欄 『
一

37 年上期消費者動向予測調 査』

第 2 園 消 費性向

● - 一 - ･● 家計調査
ト ー ‾ ●

消費者動向 予測調査

0022 0 4 0 60 帥･100 15 0

三

七

年
上

期
の

『

消
費

動
向

予

測

調

査
』

(

経

済
企

画

庁
､

以

下

『

予

測

調

査
』

と

略

記
)

を

利
用
す
る

こ

と

も

可
能

で

あ

り
､

そ
こ

で

チ
ェ

ッ

ク

の

意
味
で

こ

れ

に

も

と
づ

い

た

消
費
性
向

も

計
算
し
て

お

く
こ

と

と

す
る

｡

計
算
に

用
い

る

数
値
は

､

三

六

年
二

月

-
三

七

年
一

月
の

都

市
世
帯
の

家
計
費
の

実

績
で

あ
る

が
､

し

か

し

消
費
性
向
の

算
出
は

､

全
都
市
勤
労
者
世

帯
の

現
金
収
入
と

消
費
支
出

を

も

と

に

お

こ

な

う
が

､

『

家
計
調

査
.=.
特
有
の

性
格
の

た

め
■
後
述
の

ご

と

(

5
)

く
か

な

り

複

頒
な

プ
ロ

セ

ス

が

要
求
さ

れ

る
｡

得
ら
れ

た

結
果
は

､

第
3

表
及
び

第
2

図
に

ま

と

め

ら
れ

て

い

る
｡

『

家
計
調

査
』

の

他
に

､

昭

和

6

A
.

2

0

0

0

6

.

4

一

ユ

1

1

1

0

牡

0

こ

の

結
果
は

､

第
3

表

で

示
さ

れ

る

よ

う
に

､

低
所
得
層
の

階
層
区

分
が

少
し

大
ま
か

す
ぎ

て

利

用
で

き

な
い

｡

(

6
)

都
市
と

農
家
で

は
､

消
費
性
向
は

か

な
り

異
な
っ

て

い

る
｡

そ
こ

で
､

我
々

の

計
算
に

農
家
の

消
費
性
向
を

も

加
味
し

た
か

っ

た
が

､

そ
の

計
算

の

基
礎
に

な

る
べ

き

『

農
家
経
済
調

査

三
貴

林
省
)

に

は
､

階
層

別
デ

ー

タ
が

な
い

｡

こ

の

点
､

農
村
の

動
向
を

も

含
ん

で

い

る

『

予

測
調
査
』

の

デ
ー

タ
を

検
討
し

た

が
､

階
層
区

分
が

余
り

に

も

貧
弱
で

利
用
す
る

こ

と

が

で

き
な

い
｡

5

求
め

ら
れ

た

消
費
性
向

は
､

低
所
得
層
で

一

を

か

な

り

越
え
て

い

る
｡

乃
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こ

れ

は
､

合
衆
国
に

お

い

て

も

明
ら

か

に

み

ら
れ

る

現
象
で

､

我

が

国
特

有
の

も
の

で

は

な
い

｡

こ

れ

に

は
､

種
々

の

解
釈
が

つ

け

ら

れ

て

い

る

(

S
)

が
､

余
り

説
得
的
で

は

な
い

｡

し

か

し
こ

の

点
は
さ

て

お

き
､

消
費
支
出

の

総
朝
は

､

こ

の

よ

う
に

し
て

求
め

ら

れ

た

消
費
性
向
を

『

就
業
構
造
』

の

階
脚
別

所
得
に

乗
じ
て

､

合
計
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

得
ら

れ
る

｡

そ

の

結
果

､

消
兜
支
出
額
は

約
七

兆

九
､

0
0
0
億
円

と

な

り
､

三

六

年

度
の

国
民
所
得
統
計
の

そ

れ

に

比
べ

て
､

約
一

兆

円

の

不

足
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

我
々

の

計
算
に

現

物
消
費
が

含
ま
れ

て

い

な

い

こ

と
､

及
び

消
費
性

向
自
体
の

過
小

評
価
に

基
因
す
る

も
の

と

思
わ

れ

る
｡

こ

の

消
費
支
出
の

階
層
別
構
成
比

を

算
出
し
､

こ

れ

を

配
分
比

率
と

し
て

消
費
税
を

配
分
す

る
｡

所

得
税
の

配
分
に

あ

た
っ

て

は
､

階
層
別
の

実

効

税

率
が

必

要
に

な

る
｡

こ

の

算
定
に

は
､

消
費
性
向
と

同
様
に

､

『

家
計
調

査
』

を

用
い

そ
の

倍
を

階
層
別

所
得
に

乗
じ
て

､

一

旦

所
得
税

額
を

計

算
す

る
｡

そ

れ

か

ら
､

階
層
別
に

そ
の

構
成
比

を

と
っ

て

こ

れ

に

も

と
づ

い

て

所
得
税
を

配

分
す
る

｡

な

お
､

種
々

選
択
ケ

ー

ス

の

所
得
税
の

配
分
に

あ

た

り
､

こ

こ

で

計
算
し
た

累
進
税
率
構
造
を

そ
の

ま

ま

利
用
す
る

こ

と

に

す
る

｡

法
人

税
の

場
合

､

転
嫁
が

最
も

厄

介
な

問
題
に

な
る

｡

転
嫁
す
る

の

か

し

な
い

の

か
､

も
し

す
る

と

す
れ

ば
､

誰
が

負
担
す
る

の

か
､

こ

の

間
題

に

理

論
的
及
び

統
計
的
に

明

確
に

答
え

る

こ

と

は
､

現
在
の

段
階
で

は

不

(

9
)

可
能
で

あ

る
｡

こ

こ

で

も
や

は

り
通

常
の

手
法
に

従
っ

て

慈
意
的
仮
定
を

設
け

､

株
主

負
担
六

〇
%

､

消
費
者
負
担
四

〇
%
と
い

う
こ

と
に

し
て

み

(

川
)

る
｡

消
費
者
負
担
分
は

､

消
費
税
と

同
じ

取
扱
い

に

し
､

扶
主
負
担
分
の

配
分
の

た

め

に

は
､

第
4

表
の

昭

和
三

六

年
『

貯
蓄

動
向

調
査
』

(

総

理

第 4 表

構 成上ヒ
%∃株 式 保評弓

1 0 0 .0 0

0, 05

0 .
8 9

1
,
7 8

2
.
5 5

3
_
4 5

4. 9 8

6亡5 7

9 5 3

9 .9 6

6 .1 8

1 5
,
5 0

3 8､ 5 4

5 2 9
,
7 0 4

,
0

…喜葦≡L
3 4 8 15 7

5 0 5 2 1_2

5 2 7 8 1
↑
5

3 2 7 3 7 3

82 1 0 1
,
8

2 0 4
,
1 71

:
5

稔 数

1 0 万 円未満

1 0 - 1 5

1 5 - 2 0

2 0 - 25

2 5 - 3 0

3 0 - 4 0

4 0 - 5 0

5 0 - 6 0

6 0 - 8 0

8 0 - 1 0 0

10 0 - 1 5 0

15 0 万 円 以 上

『3 6年貯蓄動向調査』 よ り 計算 ･

7 6 ∂

府

統

計

局
)

に

よ

る

株
式
保
有
高
の

階
層
別
分

布
を

利
用
す
る

こ

と

と

す

る
｡

帥

課
税
後
の

消
費
及

び

貯

蓄
の

変
動

l

【爪

第 3 国 税 税 の 再 分配 効 果

令

ス

ス

一
一

ケ

ケ

m

uケース

世 帯累積 比

所
得
累
積
比

%

以

上
の

ご

と

く

配
分

さ

れ

た

階
層
別
の

租
税

負
担
を

集
計
し
て

､

課

税
前
個
人

所
得
か

ら

差

引
く
と

､

階
層
別
の

可

処
分
所
得
に

な

る
｡

各

ケ
ー

ス

毎
に

､

可
処
分

所
得
の

分
布
は

異
な

る

は

ず
で

あ
る

｡

こ

の

結

果
は

､

租
税
の

所
得
再

小

≠

嶋
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叫

計

分
配
効
果
と

し
て

､

第
3

図
の

周

知
の

ロ

レ

ン

ツ

曲
線
で

表
わ
さ

れ
､

付

挽
か

ら
の

ふ

く

ら

み
の

面
積
が

指
標
に

さ

れ

る
｡

累
進
度
を

強
化
し

た

ケ

ー

ス

Ⅱ

が
､

最
も

所
得
分
布
を

平
等
に

し
て

お

り
､

逆
進
虔
の

強
い

ケ

ー

ス

Ⅲ

で

は
､

そ
の

反
対
で

あ
る

｡

高
法
人

税
の

ケ
ー

ス

Ⅳ
で

は
､

基
準
と

な

る

ケ
ー

ス

Ⅰ

と

殆
ど

差
異
が

な

い

の

で
､

作
図
の

便
宜
上

､

同
じ

曲
線

で

示
し

て

お

く
｡

第 4 園 課 税後貯蓄率

●
- 一 一 ･･ ･ ･ ･･ ･ ･ - ● 貯 蓄動 向調査

-
- ● - ･

- ･家計調杢

2 00 万 H3 0 40 6 0 8 0 1 00

〇

一

(

u
)

動
向
調
査

』

に

よ

る

も

の

で

あ

る
｡

(

1
)

河
.

h

r

買

戻
m
→

p

く
O

p

ロ

d

勺

阜
¶

ひ

】
阜

∞

N

.

こ

の

可
処
分
所
得
に

､

別
に

計
算
し

て

お
い

た

課
税
後
貯
蓄

率
を

乗
じ

る

と

貯

蓄
が

え

ら
れ

る
｡

当
然
各
ケ
ー

ス

で

異
な
っ

た

貯
蓄
に

な

る

は

ず
で

､

こ

こ

に

租
税
の

組
み

合
せ

如
何
に

よ

っ

て
､

い

か

に

貯
蓄
び
い

て

は

消
費
が

変
動
す
る

か

を

測
定
す

る

こ

と

が

で

き

る
｡

用
い

ら
れ

た

貯
蓄
率
は

､

第
4

図
で

示
さ

れ

る
｡

デ
ー

タ

の

違
い

に

よ
っ

て
､

二

本
の

線
が

描
か

れ

て

い

る

が
､

利
用
し

た

の

は

『

貯
蓄

∽
.

勺

巴
】

き
e

ジ

Q

や

へ

声
〉

p

ワ

(

2
)

大

蔵

省

主

税

局

『

税

制
主

要

参

考

資

料

集
』

､

昭

和

三

九

年
､

こ

こ

で

い

う

消

費

税
と

は
､

所

得

税
､

法

人

税
以

外
の

す
べ

て

の

も

の

で

あ
る

｡

(

3
)

河
.

A
.

呂
仁
払

g

コ
P

く
e

e
t

巴
.

〉

｡

D
山

貧
H
小

b

已
-

○

ロ

○
巾

ヰ
p

舛

勺
P

1

日
e

n
t
仏

♂

叫

H

ロ
0

0

m
e

G

3
声
勺
S

‥

A

C
P
∽

e

哲

已
呵

f

O
→

-

や

怠
㌔

き
課
Q

芦

已

→
打
白

㍉

き
3
岩
㌣

巳
P

3
F

-

ま
ー

.

河
.

抑

→
亡
○

打

e

♪

∴

U
-

∽
t

ユ
♂

ま
ー

○

ロ

O
f

→
P

H

出
口

a
e

口

許
-

窒
∞

㌔
叶

訂
早

S
e

官
e

m

訂
→

-

ま
ー

●

G
.

A
.

出
-

s

F
O

甲

｡

→
F
e

→
P

H

B
戸

a
e

ロ

b

y

I

n
n

O

m
e

C
-

p
∽

ひ
}

}

や
い

∞

㌔

㌫
叫

早

呂
P

岩
F

-

心

示
-

.

(

4
)

消

費

税
の

個
々

の

性

質
に

応

じ

て
､

た

と

え

ば
､

酒

税
は

酒
消

費

額

に
､

砂

糖

消

費

税
は

砂

糖

消

費

額
に

応

じ

て
､

よ

り
こ

ま

か

い

配

分

も

あ
る

て

い

ど

可

能
で

あ

る
｡

前

掲

『

調

査

四

季
報
』

参
照

｡

(

5
)

補

論

参

照
｡

(

6
)

篠
原
三

代

平

『

消

費

函

数
』

､

勃
草

書

房
､

昭

和
三

三

年
､

第

八

草
参
照

｡

(

7
)

上

限

｢

六

〇

万

円
以

上
+

し

か

な

い
｡

(

8
)

H
.

｢
仁

訂
〓

一

名
.

邑
.

】

ワ

ー

巴
.

(

9
)

こ

の

間

題
に

つ

い

て

の

最
近

の

研
究

動

向
の

詳

細

は
､

菅
原

修

｢

法

人

税
の

帰
着

に

つ

い

て

【
理

論
の

傾
向

と

問

題
+

『

富

大

経

済

論

集
』

､

第
一

〇

巻

第
一

号
､

昭

和
三

九
年

四

月
､

参
照

｡

(

10
)

『

調

査

四

季
報
』

と

同

じ

仮

定
､

他

に

二
､

三

み

ら

れ
る

仮

定

と

し
て

､

次
の

も

の

が

あ

る
｡

望
払

F
O

p

の

株

主
1

す
､

消

費

者

1

す
(

G
.
A
.

出
-

∽

F
O

p

っ

や

邑
∵

や

毛
)

､

呂
仁
班

g

ゴ
p

く
e

の

配

当
､

留

保

利

潤
､

消

費
者

に

各
々

1

丁

ず
つ

(

戸

A
.

岩

岳
g
→

P

く
e

p

n
a

ワ

∽

.
勺

巴
n
t

e

メ

竜
h
3
.叶

一

-

p

.

毛
¢

)

､

更

に

ま

た
､

彼

の

扶

主

7

2

了
､

消

費

者
1

了
｡

(

戸

A
･

呂

宏
g

岩
d

d

㌔
→
F
2

H

n
O
i

d
e

n
〇

e

乃
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○

ご
ど
→
P

的

哲
→
ロ
C
t

≡
+

e

∽

甲
ロ
(

〓
t
∽

H
鞘
0

の
t

払

○

日

C
O

n
仇

∈

日
官
6

.

ロ

㌔

廿

が
札

等
已
い

ざ
』

b
Q
～

訂
呵

盲
1

由
Q
Q

営
ヨ
訂

苧
Q

邑
計

§
乱

哲
已
叶

訂
9

【

訂
叫

ミ

内
Q

Q

さ
Q

喜
叫

Q

q
O

∋
ヨ

叶

叶

訂
♪

Z
O

d

d

日

訂
→

ヅ

一

茂
汁
)

(

1 1
)

算
定

方

法
に

つ

い

て
､

補
静
参
照

｡

三

若
干
の

帰
結

課
税
後
の

個
人

消
費
及
び

貯
蓄
の

変
動
は

､

そ

の

絶
対

額
な

ら

び
に

基

準
ケ
ー

ス

か

ら

の

差
額
と

し
て

､

第
5

､

6

表
で

ま

と

め

ら

れ
て

い

る
｡

こ

れ

ら
か

ら
､

我
々

の

測
定
の

い

く
つ

か

の

結
論
を

引
出
す
こ

と

が

で

き

る
｡

ま

ず
税
収
を

同
一

水
準
に

保

持
し
､

租
税
の

組
み

合
せ

を

変
え

た

場

合
を

考
え
て

み

ょ

う
｡

こ

れ

は

第
5

表
で

､

ケ

ー

ス

Ⅰ

か

ら

の

差
額
と

し

て

表
わ

さ
れ

､

ケ

ー

ス

Ⅰ

が

三

六

年
度
の

現
行
の

租
税
制
度
に

近

似
さ
せ

た
こ

と

を

考
え

れ

ば
､

こ

れ

と

代

替
さ
せ

た

場
合
の

効
果
と

い

う
こ

と
に

な

る
｡

標
準
税
収
で

累
進
性
を

強
化
し

た

ケ

ー

ス

Ⅱ

の

場

合
､

約
一

､

0

0
0
億
円
て

い

ど

の

消
費

･

貯
蓄
を

変
動
さ
せ

る

こ

と

に

な

る
｡

こ

れ
に

対

し
､

逆
進
的
に

し
た

ケ

ー

ス

Ⅲ

は
､

約
七

〇
〇
億
円

の

変
動
に

な

る
｡

こ

れ

は
､

合
衆
国
の

四

〇
年
代
に

つ

い

て

お

こ

な
っ

た

岩

岳
内

岩
く
の

の

結
果
と

は
､

若
干
異
な
っ

て

い

る
｡

彼
の

場
合

､

累
進
的
構
造
に

す
る

方

が

ず
っ

と

消
費
及
び

貯
蓄
に

与

え

る

影

響
は

小
さ

い

と

し
､

そ

の

理

由
に

現
行
の

租
税
制
度
(

基

準
ケ
ー

ス

)

は
､

す
で

に

か

な

り

累
進
的
で

あ

る

(

1
)

と

い

う
こ

と

を

あ

げ
て

い

る
｡

し

か

し
､

我
が

国
の

場
合

､

現
行
の

租
税

制
度
に

反
映
す
る

ケ
ー

ス

Ⅰ

が
､

第
3

図
の

ロ

レ

ン

ツ

曲
線
で

も

分
る

よ

う
に

(

ケ

ー

ス

Ⅲ
に

よ

り

近
い

)

､

ど

ち

ら
か

と
い

え

ば

む
し

ろ

逆

進
的

色
彩
を

も
っ

て

い

る

の

で
､

こ

の

占
州

累
進
的
構
造
に

す
る

ほ

ど
､

消
費

･

第 5 表 1 0億 円

ケ
ー

ス Ⅰ か ら の 差課 税 後

鮨 対 Z鮫
ケ

ー

ス Ⅰ と
の

,比 較

S C S C

S

ケ ー ス

%

7

1

3

一

L

L

O .

一

%

ゥ

J

O

4

一

7

5 .

L

一

一

7

9

0

0

/
L

U

2

一

小

一

＋

7

9

0

0

′
L

U

2

一

一1

＋

-

4

1

5

4

7

8

0

▲U
ノ

4

5

4

4

′

-

U

′

n
)

′
h

U

.
/

n

)

0

3

(

リ
ノ

0

{

リ
ノ

8

5

7

3

2

4

3

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

標

準
税
収

5

`

U

5

一

2 .

⊥

〇.

一

8
′

-

U

2

"

1 1 .

7 .

2 .

一

-

5

4

7

4

0
ノ

2

Ⅶ

小

一

＋

5

4

7

4

(U
ノ

2

一

一1

＋

】

2

7

′
+

U

5

3

8

2

0

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

高

税

収

.〇

′

カ

ー

1

一〇

〇

′
+

U

O
ノ

2

4

2

0

1

4

3

7

4

一

十

一

＋

1

4

3

"
一 ア

ヤ

】

4

5

0

7

2

0
ノ

8

2

0

〇

一U
ノ

0

7

7

′

n

〉
7

0

0
ノ

4

7

八
丁

′

h
)

8

3

⊂
J

4

5

5

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

低

税

収

7 β∂

貯
蓄
に

与
え

る

影
響
は

一

層
大
き

く
な
る
｡

法
人
税
を

操
作
す
る

ケ

ー

ス

Ⅳ

は
､

所
得
再
分
配
の

効
果
が

少
な
い

た

め
､

消
費

･

貯
蓄
の

変
動
は

､

二

〇
〇
億
円

に

と

ど

ま
っ

て

い

る
｡

税
収
を

増
減
さ

せ

た

高
税
収

､

低
税

収
の

場
合

､

変
動
の

噸
は

当
然
期
待
さ
れ

る

ー

て
っ

に

大
き

く

凍
っ

て

く

小

≠

づ
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▲

▼

計

る
や

ど
の

て

い

ど

の

変
動
を

引
き
お

こ

す
か

は
､

ケ
ー

ス

Ⅰ

と
の

割
合

､

つ

ま

り

貯
蓄
の

誓
先
述
の

佃

鴨
を

墓
し
て

み

る

と

明
ら

か

に

な

る
｡

絶
対

額
で

は
､

貯
蓄
と

消

費
の

変
動
の

規
模
は

同
じ

で

あ
っ

た

が
､

こ

の

場
合
は

貯
蓄
の

方
が

は

る

か

に

重

要
で

あ

る
｡

標
準
税
収
で

ケ
ー

ス

Ⅰ
か

ら

ケ
ー

ス

Ⅱ

に

代
替
さ

せ

る

と
､

こ

の

た

め
に

七
･

七

%
ほ

ど

の

貯

蓄

減

少
､

一

･

七

%

ほ
ど

の

消
費
増
大
に

な

る
｡

こ

の

百
分
率
の

絶
対

値
は

､

ケ
ー

ス

Ⅲ

及
び

Ⅳ

に

代
替
す
る

と
､

一

層
小
さ

く

な
る

｡

高
税
収

､

低
税

収
で

は
､

絶
対

額
で

の

考
案
の

よ

う
に

､

増
減
の

割
合
が

大
き

く

な
っ

て

い

る
｡

こ

こ

で

は
､

理

論
的
に

可

能
な

限
り

最
大
限
に

租
税
構
造
を

変
化

さ

せ
て

い

る
の

で
､

実
施
可
能
な

政
策
面
で

は
､

こ

れ

よ

り
は

る

か

に

小

さ
い

も
の

と

な

る

だ

ろ

う
｡

租
税
構
造
は

そ
の

ま

ま

に

し

て

お
い

て
､

税
収
水
準
そ

の

も

の

を

変
え

た

ら

ど

う
な
る

か

が
､

次
の

問
題
で

あ

る
｡

第
6

表
で

み

ら

れ

る

よ

う

に
､

高
税
収
に

し
た

場
合

､

貯
蓄

･

消
費
と

も
に

減
少

､

低
税
収
に

し

た

場
合
そ

れ

ら
は

増
加
す
る

｡

こ

の

結
果

､

累
進
性
あ
る

い

は

逆
進
性
に

留

意
し

た

租
税
構
造
の

変
動
よ

り
､

税
収
水

準
そ

れ

自
体
を

変
え

た

方
が

､

(

2
)

貯
蓄

･

消
費
へ

の

効
果
は

､

大
き

く
な

る
こ

と

が

分
る

｡

以
上

の

測
定
か

ら
､

個
人

貯
蓄

･

消
費
へ

の

租
税
衝
撃
は

､

そ
の

構
造
及
び

税
収
水
準
を

現
行
制
度
か

ら

理

論
的
に

可
能
な

範
囲
で

変
え

て

も
､

よ

く
て

一

〇
%

て

い

ど

の

も

の

で
､

実
際
に

は

も
っ

と

小

さ

い

も
の

で

あ

ろ

う
と

い

う
結
論

が

導
か

れ

る
｡

こ

の

結
論
に

最
も

強
く

影
響
し
て

い

る

の

は
､

限
界
貯
蓄
性
向
の

形
状

で

あ

る
｡

第
5

図
で

み

ら

れ

る

よ

う
に

､

横
軸
に

可
処
分
所
得

､

縦
軸
に

第 6 表 1 0 億円

棲 準 税 収 か ら の 差

標 準 税 収 ケ ー ス

Ⅰ と の 比 較 %

S I C

絶 対 額

S 】 C

ケ ー ス

(U
ノ

ュ
J

3

8

(U
ノ

0
ノ

0

〈

リ
ノ

ー

■

一1

-

ー1 1 .4

- 1 4 .1

- 9 .6

- 1 1 .9

- 64 2

- 60 4

- 66 7

- 63 5

- 1 5 8

- 1 9 6

- 1 3 3

- 1 6 5

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

高

税

収

5

9

0
ノ

2

0

0

-7

8

8

8

4

0

0

0

っ

J

O
ノ

2

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

低

税

収

貯
蓄
を
と

る

と
､

ほ

ぼ
一

直
線
上
に

並
ん

で

し

ま

う
｡

こ

れ
は

､

限
界
貯

蓄
性
向
が

階
層
毎
に

差
が

な
い

と
い

う
こ

と

で
､

高
所
得
層
か

ら

低
所
得

層
に

所
得
を
シ

フ

ト

さ

せ

る

再
分
配
政

策
に

よ
っ

て

も
､

貯
蓄
を

刺
戟
す

(

B
)

る

こ

と
が

余
り

な

い

こ

と

を

意
味
し
て

い

る
■｡

次
に

､

結
論
に

影
響
し
て

い

る

第
二

の

要
因
は

､

租
税
構
造
に

よ

る

所

得
再
分
配
自
体
の

て

い

ど

で

あ

る
｡

所
得
再
分
配
の

大
き

さ

は
､

ロ

レ

ン

ツ

曲
線
の

ふ

く
ら

み
の

面
積
に

よ
っ

て

も

測
定
し

う
る

が
､

次
の

よ

う
な

方
法
も

考
え

ら

れ

る
｡

｢
仁

♂
2
-

-

は
､

社
会
全
体
の

平
均
所
得
に

す
べ

て

の

階
層
別
所
得
の

平
均
が

､

再
分

配
後
に

一
致

す
る

な

ら
､

一

〇
〇
%

の

7(ヲ9
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第 5 図 所得←貯蓄関 係

●
●

●

●
` ●

●

200 ノラ‾円

可処分所そミ上

2 0 40 60 80 10 0

0

n

U

O

O
(

U

O

n
U

9

8

7

6

5

4

3

一山
〓

貯

潔

20

ユ0

0

- 10

再
分
配

､

全
然
変
ら

な

い

も

と

の

ま

ま

な

ら
〔

〕

(

4
)

%
の

再
分
配
と

す
る

｡

こ

の

｢
ロ

訂
ご

方

式

は
､

次

の

如
く

定
式
化

で

き

る
｡

課
税
前
の

社

会
全
体

の

平
均
所
得
一
や

革
も

階
層
の

平
均
所
得
一
n

､

課

税

後
に

こ

れ

が

㌢

に

変
化
す
る

と

す
る

｡

階
層
数
が

ゐ

個
で

あ

る

場
合

､

再
分
配
の

て

い

第 7 表

ケ ー ス 】 ¢

0. 2 08 3

0 ,3 4 76

0 ユ7 16

0. 2 28 1

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

ス

Ⅰ

を

基
準
に

租
税
構
造
を

変
え

て

も
､

和■
7

階
層
毎
に

所
得
を

そ
れ

は
ど

シ

フ

ト

さ

せ

て

い

な

い

こ

と

が

分
る

｡

こ

の

よ

う
な

結

論
を

支
配
す
る

要
因
の

究
明
か

ら
､

個
人

貯
蓄

･

消
費
を

変
動
さ

せ

る

目
的
で

租
税

構
造
に

振
作
を

加
え
る

こ

と
は

､

数
量
的

ど

を

表
わ

す
再
分
配
係
数
¢
は

､

≠

=

幣
･

抑
郎
)

と
な

る
｡

標
準
税
収
で

¢
の

値
を

計
算
し

た

も

の

が
､

第
7

表
で

あ

る
｡

｢
亡

訂
-

-

の

意
味
で

､

ケ

ー

ス

Ⅰ
の

再
分
配
効
果
は

約
二

〇
%

､

つ

ま

り

現
行
の

租
税
構
造
は

､

社
会
の

平
均
所
得
に

各
階
層
の

所
得
を

平
均
し

て
､

課
税
前
と

比

較
し
て

二

〇
%
ほ

ど

近
づ

け

た
こ

と
に

な
る

｡

ケ
ー

ス

Ⅱ
で

三

五

%
､

ケ
ー

ス

Ⅲ
で

一

七

%
､

こ

の

こ

と

か

ら

も
､

ケ

ー

ス

Ⅰ

が

よ

り

逆
進
に

近
い

こ

と

が

証
明
さ

れ

る
｡

法
人

税
の

比

重

を

重

く
し

た

ケ

ー

ス

Ⅳ

は
､

ケ

ー

ス

Ⅰ

と

ほ

ぼ

同
じ

で

あ

る
｡

以

上
の

こ

と
か

ら
､

ケ

ー

に

そ
れ

ほ

ど

大
き
い

成
果
は

､

期
待
で

き

な
い

よ

う
で

あ

る
｡

最
後
に

､

い

く
つ

か

の

制
約
条
件
に

留
意
せ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

我
々

の

分
析
で

一

番
大
き

な

制
約
は

､

所
与
の

所
得
水

準
か

ら
の

消
費

･

貯
蓄
に

対

す
る

租
税
衝
撃
を

測
定
し
た

こ

と

で

あ

る
｡

つ

ま

り

最
初
の

所
得
水

準

を
一

定
に

固
定
し
て

お
い

た
｡

だ
か

ら
､

暗
黙
の

う
ち
に

､

所
得
を
一

定

に

保
つ

た

め

に

租
税
変
動
の

効
果
を

相
殺
す
る

投
資
面
の

活
動
が

あ
っ

た

と

仮
定
し
た

こ

と

に

な

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

は

問
題
を

短
期
に

限
定
し

第

一

次
的
な

衝
撃
の

み

を

測
定
す
る

時
に

許
さ

れ

る

も
の

で
､

そ
の

意
味
で

本
計
測
は

問
題
へ

の

第
一

次
接
近
に

す
ぎ

な
い

｡

今
ま

で

は
､

租
税
の

投

資
や

刺
戟

-

ロ
C

e

已
-

d

d

に

与
え

る

影
響
を

無
視
し

て

き

た

が
､

こ

れ

が

考
慮
に

入
れ

ら
れ

る

な

ら
､

明
ら
か

に
一

層
の

所
得
変
動
を
び

き
お

こ

す
｡

ま

た
､

消
費
支
出
は

､

所
得
と

ラ
グ

を

も
っ

て

い

な
い

と

仮
定
し
て

お

い

(

一へ

こ

た
｡

ロ
ロ
e
∽

e

n

♂
e

∃
y

の

仮
説
に

も

あ

る

よ

う
に

､

お

そ

ら

く

所
得
が

減
少

す
る

時
に

は
､

何
ら

か

の

ラ

グ

が

あ

る

に

ち

が

い

な

い
｡

呂
亡

償
旨
く
ロ

は
､

こ

の

点
を

重

視
し

短
期
分
析
に

も

影
響
す
る

重

要
な

要
因
の

一

つ

で

(

6
)

あ

る

と

し
て

い

る
｡

そ

の

他
､

法
人

税
転
嫁
に

関
す
る

窓
意
的
仮
定
の

吟

味
も

必

要
か

も
し

れ

な
い

｡

し

か

し

な
が

ら
､

こ

れ

ら
の

制
約
条
件
を

加

味
し
て

､

測
定
を

拡
大
す
る

段
階
ま
で

ほ
ま

だ

す
す
ん

で

い

な
い

｡

㌧

≠

耶

づ
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叫

.
沖

わ

(

1
)

戸

A
.

呂

宏
g
→

P

孟

P

ロ
P

ワ

∽
･

勺
巴
ロ
t

e

J

8
r

邑
･

〉

等
･

阜

∞

串

-
P

(

2
)

呂

宏
g

旨

忌

の

見

解

と
一

致

す
る

｡

(

吋

g
･
も

･

畠

ご

(

3
)

巴
e
-

ロ

は
､

消

費
に

つ

い

て

で

あ

る

が
､

合

衆

国
の

家

計
調

査

を

も
と

に

測
定

し
､

同

じ

結

論
に

到

達
し

て

い

る
｡

｢

戸

巴
e
-

n

･

叫
声
恥

内

名
莞
乳

§
如
昌
Q

g
音
声

､

-

窒
¶

-

q
叩

-

甲

声
(

『

ケ

イ
ン

ズ

革
命
』

､

篠

原
三

代

乎
､

宮

沢

健
一

訳
､

有

斐
閣

､

昭

和
二

七

年
､

七

五

頁
)

｡

(

4
)

H
.

ド
ロ

訂
-

-
〉

Q

や

Q

隷
J

p

9

-

巴
-

い
･

(

5
)

J
.

叩

口

岳
∽

e

ロ

訂
ヨ

モ
へ

H

ロ
｡

0

2
e
･

C
｡

己
日

日

呈
○

ロ

河
e
-

山

邑
○

β
四

賀
P

t

F
e
i

→

一

日

苫
O

P
{

6
.

n
S

-

､

-

訂
芸
ヨ
♪

内
ヨ
且
遥
∋

3
叶

§
丸

セ
g

㌣

～

叫

Q

き
ぎ
宇

野
毒
害

旨

h

訂

喜
→

Q

ヽ

』
･

拝

辞
己
3
1
宅
e

弓

吋
○

サ
打

+
窒
∞

.

勺
p
.

3
-
ご
.

(

『

A

･

H
ハ

ン

セ

ン

記

念
論
文
集

-

所
得

､

雇

傭
､

お

よ

び

公

共
政

策
』

､

永

田

晴
､

都

留

重

入

監

訳
､

有
斐
閣

､

一

九
五

二

年
､

七
二

-
三

頁
)

｡

(

6
)

戸

A
.

巳

岳
g

岩

志

賀
P

ワ

S
･

評
-

已
e

→
-

居
r

Q

早

宅
･

阜
∞

00

-
¢

〇
.

補

論

H
『

家
計
調
査
』

に

よ

る

消
費
性
向
の

算
定

算
定
に

あ

た
っ

て
､

最
も

困
難
な

点
は

一

-
一

一

月
平
均

､

一

二

月
と

デ
ー

タ

が

二

つ

に

別
掲
さ

れ
､

両
者
は

階
層
区

分
も

異
な
っ

て

お

り
､

何

ら
の

結
び

つ

き

も

な
い

こ

と
で

あ

る
｡

従
来
の

『

家
計
調
査
』

に

よ

る

消

費
関
数
の

測
定
は

､

一

-
一

一

月
平
均
の

デ
ー

タ

に

主
と

し

て

依
存
し
て

(

1
)

い

る
｡

し
か

し
､

一

二

月
の

賞
与
ほ

､

消
費
性
向
に

著
し
い

影
響
を

与

え

て

い

る

は

ず
で

あ

る
｡

試
み
に

､

階
層
全
体
の

平
均
で

消
費
性
向

を
と
っ

て

み

る

と
､

一

【
一

一

月
平
均
八

一

･

五

%
､

一

二

月

五

八
･

六

%

と
か

な

り
の

差
異
が

あ

る
｡

一

二

月
の

年
末
賞
与
に

よ

る
一

時
所
得
の

う
ち

､

貯

蓄
に

ま

わ
さ

れ

る

部
分
が

他
の

月
よ

り

大
き
い

は

ず
で

あ

る

か

ら
､

一

-

一

一

月
平
均
で

は
､

一

年
間
の

消
費
性
向
を

み

る
の

に

不

十
分
で

､

過

大

評
価
に

な

る

お

そ

れ

が

あ
る

｡

こ

こ

で

は
､

一

-
一

一

月
平
均
と

一

二

月

(

2
〕

の

デ
ー

タ
を

結
び
つ

け

る

た

め
､

次
の

如
き

調
整
を

お
こ

な

う
｡

一

二

月
の

賞
与
は

､

三

六

年
『

家
計
調

査
』

に

よ

る

と
､

一

･

三

八
カ

珊

月

分
で

あ

る
｡

従
っ

叩

て
､

一

二

月
に

は

そ
の

110

月
の

収
入
を

含
め

て

通

l

第 6 国 二 つ の 消 費関数

1 - 1 1 月平均

90 1()0

月21

0
0

0070
♪
h

V

常
の

月
収

入

の

約
二

･

五

倍
の

収
入
が

､

各
世

帯
に

あ
っ

た
こ

と
に

な

る
｡

こ

の

事
実
は

､

一

二

月
の

所
得
階
層
が

一

1
一

一

月
平
均
の

そ

れ

50

よ

り
､

二
･

五

倍

高
い

4･0

と
こ

ろ
に

繰
上
っ

た
こ

30
･

と
､

逆
に

い

っ

て
一

二

2 0

月
の

所
得
区

分
は

通
常

10

の

月
よ

り

二
･

五

倍
も

高
い

の

で
､

一

-
一

一

2 .
0

1 . 5

0 ･5

月
平
均
の

も
の

と
一

致

77 ユ
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さ

せ

る

た

め
に

は

桁
少
さ

せ
る

必

要
が

あ

る
｡

こ

の

た

め
に

､

一

二

月
の

原
階
層
を

二
･

五
で

割
っ

た

修
正

階
層
と

､

一

1
一

一

月
平
均
の

階

層
と

を

比

較
す
る

こ

と
に

す
る

｡

結
果
は

､

第
6

図
で

示
さ

れ
､

両
者
は

ほ

ぼ

平
行
関

係
を

保
っ

て

お

り
､

同
じ

階
層
に

属

す
る

消

費

者
で

も
､

一

-

一

一

月
平
均
の

高
い

値
と

二
一

月
の

低
い

値
と

を

と
っ

て

二

通
り

に

行
動

す
る

も
の

と

考
え

る
｡

最
終
的
な

結
果
は

､

一

年
間
に

一

三
･

五

カ

月

分

の

収
入
が

あ
る

と

し
､

｢
-

＼
-

い
.

山
-

N
.

空
←
h

こ

を

各
々

ウ
エ

イ

ト

に

し

て
､

加
重

平
均
し
て

算
出
す
る

｡

(

1
)

篠
原

三

代

平
､

『

前
掲

書
』

第
八

草
｡

(

2
)

前
掲

『

調

査

四

季
報
』

臼

『

貯
蓄
動
向

調
査
』

に

よ
る

貯
蓄
率
の

算
定

『

貯
蓄
動
向

調
査
』

は
､

『

家
計
調
査
』

及
び

金
融
機
関

統

計
で

は
､

個
人

貯
蓄
の

デ
ー

タ
が

十
分
得
ら

れ

な
い

と

し

て
､

新
た
に

実
施
さ

れ

た

も

の

で

あ

る
｡

こ

れ
は

､

一

二

月
末
日

現

在
の

農
林
漁
家
以

外
の

世
帯
に

っ

い

て

の

貯
蓄
及
び

負
債
に

つ

い

て

調
べ

た

も
の

で
､

調
査
世
帯
は

『

家

計
調
査
』

と

同
じ
で

あ

る
｡

(

1
)

こ

こ

で

問
題
に

な
る

の

は
､

貯

蓄
の

定
義
で

あ
る

｡

何
を

も
っ

て

貯
蓄

と

す
る

か

は
､

一

義
的
に

決
定
し

え

な
い

｡

こ

こ

で

は
､

最
も

簡
単
な

方

法
と

し
て

､

｢

所
得
か

ら

消
費
さ

れ

な
い

部
分
+

と
し

､

流
動
性
貯

蓄
の

他

に

実
物
投
資
(

住
宅

､

土

地
の

購
入
)

を

個
人

貯
蓄
と

す
る

｡

我
々

の

用
い

た

貯
蓄
率
は

､

.
可
処
分
所
得

･

貯
蓄
比

率
で

課
税
後
の

も

㍑

の

で

な

け
れ

ば

な

ら
な

い
｡

『

貯

蓄
動
向

調
査
』

で

え

ら
れ

る

所

得
は

税

7

込
み

な
の

で
､

税
引
き

に

す
る

操
作
が

必

要
に

な

る
｡

そ

こ

で
､

『

家

計

調
査
』

の

勤
労
所
得
税
及

び

そ
の

他
の

税
を

も

と
に

し

た

階
層
別
実
効
税

(

2
)

率
を

算
出
し
､

こ

れ

に

も

と
づ

い

て

階
層
毎
に

可
処
分
所
得
を

え

る
｡

ま
た

『

家
計
調
査
』

を

用
い

て
､

消
費
面
か

ら

間
接
的
に

計

算
も

可
能

で

あ
る

｡

各
々

の

結

果
は

､

第
5

図
で

示
さ

れ

て

い

る

通

り

で
､

『

貯
蓄

動
向

調
査
』

に

よ

る

方
が

負
の

貯
蓄
が

大
幅
に

な

く
な
っ

て
､

一

様
に

フ

ラ

ッ

ト

の

曲
線
に

な
っ

て

い

る
｡

い

ず
れ

の

貯
蓄
率
を

用
い

る

か

に

よ
っ

て
､

測
定
結
果
は

か

な

り

左
右
さ

れ

る
｡

『

家
計
調

査
』

に

よ

る

貯

蓄

率

を

用
い

る

と
､

標
準
税
収
で

ケ

ー

ス

Ⅰ

か

ら
の

轟
離
は

(

カ

ツ

コ

内
は

､

先

き
の

結

果
､

い

ず
れ

も

%
)

､

ケ

ー

ス

Ⅱ
一

八
･

三

(

七
･

七
)

､

ケ

ー

ス

Ⅲ
一

丁
五

(

甲
六
)
､

ケ

ー

ス

Ⅳ

三
･

四

(

一

･

五
)

と

な

り
､

個
人

貯

蓄
へ

の

租
税
衝
撃
は
か

な

り

大
き

い

こ

と

と

な

る
｡

し

か

し
､

こ

こ

で

は

資
料
の

精
度
の

点
か

ら

『

貯
蓄
動
向

調
査
』

を

採
用
し

､

こ

れ

か

ら

導
か

れ

た

結
論
を

重

視
す
る

こ

と

に

す
る

｡

(

1
)

『

貯

蓄

自
書
』

､

貯
蓄

増

強

中

央

委

員
会

､

昭

和

三

八

年
､

三

-
四

頁
｡

(

2
)

聖

賢
O

p

に

も

同
じ

調

整

方

韓

が

み

ら
れ

る
｡

G
.

A
.

出
訂
F
O

や

っ

や

Q

賢
､

匂
.

山

γ

(

一
橋

大

学
助

手
)

●

琳

ぜ




